
兵ト発第 ７４ 号 
公告第 ５７３ 号 
 
 

公  告 
 
 
 兵庫トヨタ自動車健康保険組合規約第７条（議員の任期）、第２８条（理事、理事長  
 
及び監事の選挙）、第４４条（保険料及び調整保険料の負担割合）の一部変更について、  
 
下記のとおり令和３年２月２４日認可申請中のところ、令和３年３月８日付で認可を受け  
 
たので公告する。  
 
 
変更内容  
 

別紙新旧対照表の通り 

 

第７条（議員の任期）第２項に文言を加える。 

 

第２８条（理事、理事長及び監事の選挙）の文言を一部改める。 

 

第４４条（保険料及び調整保険料の負担割合）に第４４条の２（介護保険料の負担 

 

割合）を加え、元の第４４条の２を第４４条の３とする。 

 

尚、この規約は令和３年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
令和３年３月１０日  
 
                        兵庫トヨタ自動車健康保険組合  
                         理 事 長  瀧 川 高 章  
 
 
 
 
 
 
 



新旧条文対照表 

新条文 旧条文 

（議員の任期） 
第７条 議員の任期は、３年とする。 
２ 前項の任期は、選定又は総選挙の日から起算する。ただし、選定又

は総選挙の日が前任者の任期満了前である時は、前任者の任期満了の

日の翌日から起算する。 
略 
 
（理事、理事長及び監事の選挙） 
第２８条 理事、理事長及び監事は、無記名投票による選挙により行

わなければならない。ただし、候補者の数が選挙すべき理事、理事長及

び監事の定数を超えない場合は、この限りでない。 
 
（保険料及び調整保険料の負担割合） 
第４４条 一般保険料額及び調整保険料額の１００分の５２．２６は

事業主、１００分の４７．７４は被保険者において負担する。 
 
（介護保険料の負担割合） 
第４４条の２ 介護保険料額の１００分の５０は事業主、１００分の

５０は被保険者において負担する。 
 
（特定被保険者の保険料額） 
第４４条の３ この組合において、介護保険第２号被保険者たる被保

険者以外の被保険者（介護保険第２号被保険者たる被扶養者があるも

のに限る。）に関する保険料額は一般保険料額と介護保険料額との合算

額とする。 
  

（議員の任期） 
第７条 議員の任期は、３年とする。 
２ 前項の任期は、選定又は総選挙の日から起算する。 
略 
 
 
 
（理事、理事長及び監事の選挙） 
第２８条 理事、理事長及び監事は、無記名投票により選挙する。 
 
 
 
（保険料及び調整保険料の負担割合） 
第４４条 一般保険料額及び調整保険料額の１００分の５２．２６は

事業主、１００分の４７．７４は被保険者において負担する。 
 
（特定被保険者の保険料額） 
第４４条の２ この組合において、介護保険第２号被保険者たる被保

険者以外の被保険者（介護保険第２号被保険者たる被扶養者があるも

のに限る。）に関する保険料額は一般保険料額と介護保険料額との合算

額とする。 
 

 
附則 
 この規約の変更は、認可の日から施行し、令和３年４月１日より 
適用する。 
 


